
H15-H19 H20-H24 H25-H29 H30-R4 H15-R4
①立木等による激突され等 ５ ６ ３ ３ １７

伐倒に係る樹木 ４ ４ １ ３ １２

伐倒作業者 ２ ４ １ ２ ９

うち裂け上がり １ １ ０ １ ３
うちかかり木等 1 ２ ０ ０ ３

他の労働者 ２
別場所作業者

０ ０ １
退避共同作業者

３

伐倒に係る
樹木以外

未処理かかり木等倒壊 １ １ ２ ０ ４
伐倒済樹木が斜面転がり ０ １ ０ ０ １

②墜落・転落、転倒 １ ２ ３ １ ７

乗車車両ごと ０ １ １ １ ３

斜面歩行時 １ １ １ ０ ３

樹上から ０ ０ １ ０ １

③機械集材等 ２ １ １ ０ ４

④その他 １
蜂刺され

０ ０ ０ １

合計 ９ ９ ７ ４ ２９

林業における労働災害による死亡災害発生状況（長野県内、特別集計）

長野労働局労働基準部健康安全課 “労災による死亡者を、悲しみをゼロに”

（人）

※H15-H19,H20-24,H25-29,H30-R4は、それぞれ、長野県における第10次、第11次、第12次、第13次労働災害防止推進計画の対象期間。
注：「立木等による激突され等」には、立木の倒壊によるものを含む。
注：「機械集材等」には、トラックの移動を利用した集材を含む。


